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事 前 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 河川事業 

地 区 名 一級河川豊川
とよがわ

水系豊川
とよがわ

下流圏域 

事業箇所 豊橋市、豊川市、新城市 

事業のあ

らまし 

豊川
とよがわ

はその源を愛知県北設楽郡設楽町の鷹
たか

ノ
の

巣山
す や ま

（旧名段
だん

戸山
ど さ ん

、標高1,152m）に発し、南西に進み、

三河湾に注ぐ流域面積724km2、河口から源までの流路延長約77kmの一級河川である。 

豊川下流圏域は豊橋市、豊川市及び新城市に位置し、県管理河川は豊川及び豊川放水路に合流する

７流域11河川で、これらの流域面積は約72.3km2、国管理区間を含む総河川延長は約27.9km である。 

本圏域では、2023年 6月2日からの大雨では、浸水被害が発生し、特に善光寺川において大きな浸

水被害が生じた。このようなことから、洪水等による災害を防止又は軽減することが求められるため、

河川整備計画を作成し、必要な対策を実施する。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

○洪水等による災害の発生の防止または軽減 

・朝倉川、神田川について、年超過確率1/5の規模の降雨による洪水を安全に流下させる。 

・善光寺川について、年超過確率 1/5 の規模の降雨による洪水に対し、水田等の流域湛水を考慮した

河道分担量について安全に流下させる。 

○現状の自然環境や地域の環境活動、郷土の歴史などを踏まえ、関係機関と連携し河川環境の整備と

保全を図る。 

事 業 費 
事業費 内訳 

53.4億円 ■工事費約46.5億円、■用補費約6.8億円 

事業期間 採択予定年度 2025 着工予定年度 2025 完成予定年度 2054 

事業内容 

○河川工事の施工場所と内容 

河川名 施行場所 延長 主な工事内容 

朝倉川 約0.8km～約1.8km 約 1.0km 河道掘削 

神田川 約1.5km～約2.6km 約 1.1km 河道掘削 

善光寺川 
約0.0km～約2.2km  河道拡幅、河道掘削 

0.8k付近  調節池整備 
 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性 

1) 必要性 

 

本圏域では、下表のとおり、台風や前線の通過に伴う大雨による浸水被害が発生している。 
 

洪水年月日 発生要因 浸水面積(ha) 
浸水戸数(戸) 

床下浸水 床上浸水 

2011.9.15-23 台風15号 0.07 1 1 

2021.7.2-3 豪雨 32.0 - - 

2021.8.18-19 豪雨 36.6 - - 

2023.6.2 豪雨 196.9 - - 

判定 

 A 
A： 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 

B： 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 

【理由】 

現況、治水安全度が低く、浸水被害が発生しており、その早期解消のため、本河川整備は急務

である。 

 

（別紙１） 
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②
事
業
の
効
果 

1) 貨幣価値

化可能な

効果（費

用対効果

分 析 結

果） 

【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析結果）】 
    

区分 
事業評価時 

備考 
（基準年：2024） 

費用 
（億円） 

事業費 30.75 現在価値化前 53.35 

維持管理費 1.76 現在価値化前 13.24 

合計（C) 32.51    

効果 
（億円） 

一般資産被害額 12.30 現在価値化前 0.79 
農業被害額 0.83 現在価値化前 0.05 
公共土木施設等被害額 60.76 現在価値化前 3.90 
間接被害額 3.54 現在価値化前 0.23 
残存価値 0.33     

合計（B） 77.76 現在価値化前 374.8 

（参考） 
算定要因 

浸水面積 
(ha) 

149.1 
 
 

 
宅地面積 

（ha） 
6.7  

 
農地面積 

（ha） 
115.5  

 
人口 
（人） 

279  

費用対効果分析結果（B/C) 2.4     

※金額は、社会的割引率(4%)を用いて現在価値に換算したもの 

【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析手法】 

・治水経済調査マニュアル(案)（国土交通省水管理・国土保全局R06.4）に基づき算出 

 

2) 貨幣価値

化困難な

効果 

 

人的被害の軽減･防止 

 

判定 

A 
A： 十分な事業効果が期待できる。 

B： 十分な事業効果が期待できない。 

【理由】 

B/Cが 1.0以上であり、十分な事業効果が期待できる。 

 

③
事
業
の
実
効
性 

1) 事業計画 豊川水系豊川下流圏域河川整備計画に位置付けられている河川整備計画の対象期間を踏まえ、

事業期間、事業計画を設定した。 

 

2) 地元の合

意形成 

河川整備計画の作成時に、河川整備計画の区間や内容等について、関係市、学識経験者（愛知

県河川整備計画流域委員会を４回開催）、地域住民（アンケート調査１回実施）から意見聴取を

行い、その内容について計画に反映している。 

3) 環境への

影響 

河川改修により現在の河川環境を改変することとなるが、濁水等による動植物の生息・生育・

繁殖環境に悪影響を与えないような配慮、重要種の生息・生育・繁殖環境への配慮に努める。 

 

判定 A 
A： 事業計画の実効性が期待できる。 

B： 事業計画の実効性が期待できない。 
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【理由】 

善光寺川における用地買収については範囲確定後地権者と調整を図ることとしているが、全体

としては事業計画に無理がなく、事業計画の実行性が期待できる。 

 

④
事
業
手
法
の
妥
当
性 

1) 代替案の

比較検討

結果 

朝倉川、神田川については、河道改修による整備が可能であるため、事業費が膨大となる遊水

地整備や放水路整備は、採用しなかった。 

善光寺川については、国道橋、県道橋の架け替えが困難であり、その制約条件の中で最大限の

河道改修を行い、さらに調節池を整備することとした。事業費が膨大となる放水路整備は採用し

なかった。  

判定 

A 
A： 手段に代替性がなく妥当である。又は、手段には代替性があるが当該手段が最

も妥当である。 

B： 手段には代替性があり、改善の余地がある。 

【理由】 

経済的に最も優れた案であり、事業効果も期待できる。 

 

Ⅲ 対応方針（案） 

事業実施が妥当である。 事業実施が妥当である。：上記①～④の評価ですべてＡ判定であるもの。 

事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。 

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

 【事業完了後５年を超えて実施する理由・対象外の理由】 

・－ 

 

【主な評価内容】 

・事業後の河川水位や浸水の規模等 

※事業完了後５年以内に計画規模と同等の降雨が発生しなかった場合には、同期間の最大規模の降雨により評価す

る。 

※事業後の河川水位の低下や浸水の規模・発生頻度の現象などを検証し、事業効果の評価を行う。 

 

 

 

 

 

Ⅴ 事業評価監視委員会の意見 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 対応方針 

 

 

 

 

 

 


